
議案第28号 

   葛飾区郷土と天文の博物館条例の一部を改正する条例                           

 上記の議案を提出する。 

  令和７年２月14日 

                     提出者 葛飾区長 青 木 克 德   

 

（提案理由） 

 年間パスポートの有効期間の取扱いを改める必要があるので、本案を提出いたします。 

 

   葛飾区郷土と天文の博物館条例の一部を改正する条例 

 葛飾区郷土と天文の博物館条例（平成３年葛飾区条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 第５条の２中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


